
日印戦略的グローバル・パートナーシップの前進に関する共同声明  

 
１．日本国とインドの両首脳は、年次首脳会談のため、2008 年 10 月 22 日に東京で会談を行った。両

首脳は、日印両国が、価値と利益を共有するアジアの 主要国として、アジアと世界の平和と安定、繁

栄を促進するとの観点から、二国間の協力及び地域と国際社会における協力を前進させなければなら

ないとの認識 を共有した。両首脳は、この目的のため、さらには日印関係のあらゆる潜在性を活用す

るとの観点から 2006 年に構築された「戦略的グローバル・パートナー シップ」の重要性を再確認し

た。 

２．両首脳は、「新次元における日印戦略的グローバル・パートナーシップのロードマップ」の履行

状況を確認するとともに、両国間の協力によって継続的な進 捗が得られていることに満足の意を表明

した。また、両首脳は、二国間関係のさらなる拡大に向けて、未だ活用されていない膨大な潜在性が

存在することを認識 した。両首脳は、両国関係を地域の将来の枠組みにおける柱に発展させるべく、

共通の利益を基礎とし、拡大及び深化に向けて引き続き取り組んでいくことを約 した。  

３．両首脳は、安全保障分野における両国間の協力の方向性に関する検討を歓迎し、この検討に基づ

いて「日本国とインドの間の安全保障協力に関する共同宣 言」を発出した。両首脳は、安全保障協力

に関する共同宣言に基づく日印間のさらなる協力は、アジアと世界の平和と繁栄のために有益である

ことを認識した。 両首脳は、関係機関に対し、共同宣言に基づき、具体策を盛り込んだ行動計画を早

期に作成するよう指示した。  

４．両首脳は、外相間戦略対話及びその他のレベルでの政策対話の深化について満足の意を表明した。

また、両首脳は、防衛交流及び協力の着実な進展を歓迎す るとともに、2006 年５月の共同発表に基づ

いて対話と協力を強化するよう、それぞれの防衛省、国防省を促すことを決意した。両首脳は、既存

の二国間協議 の枠組みによる成果を歓迎するとともに、引き続きその有益な取組を継続するよう指示

した。  

５．両首脳は、2010 年までに 200 億米ドルに達すると見込まれる二国間の貿易の拡大に満足の意を表

明した。両首脳は、経済連携協定（EPA）交渉の実 質的な進展を歓迎するとともに、交渉が可能な限

り早期に妥結することへの期待を表明した。両首脳は、日印間の EPA が双方に恩恵をもたらし、経済

連携の真 の潜在力を十分に活かすことになるとの信念を表明した。  

６．両首脳は、近年増加傾向にある両国間の長きにわたる投資関係、特にインド国内における日本の

多国籍企業の活動に満足の意を表明した。この関心は、日本 からの直接投資の実質的な拡大を受けて、

近年において、特に高まっている。既に計画されている今後の投資予定も目覚ましいものとして受け

止められた。この 観点から、両首脳は、日本貿易振興機構（JETRO）その他の機関による、日本の中

小企業の対インド投資を支援する取組を歓迎した。また、両首脳は、現在 の投資の増加傾向が今後も

継続することへの期待を表明した。  



７．両首脳は、日本の ODA がインドの経済発展に貢献し、インド国民の間に親日感情を育んできたと

の認識を共有した。両首脳は、日本の ODA が、インドに おける貧困削減、経済・社会インフラ整備、

環境問題への対応及び人的資源開発の面で、引き続き一層の役割を果たすべきであるとの認識を共有

した。インドの 首相は、日本国民がインドの発展のために寛大な役割を果たしてきたことに対し、感

謝の意を表明した。  

８．両首脳は、2006 年 12 月に打ち出された特別経済パートナーシップ・イニシアティブ（SEPI）が、

両国間の経済・通商関係に強い刺激を与えはじ め、新たなビジネスの機会を提供していることに満足

の意を表明した。  

９．両首脳は、貨物専用鉄道建設計画（DFC）西回廊を、本邦技術活用条件（STEP）を活用した日本の

円借款を得ながら、日印協力の新たな象徴的プロ ジェクトとして実現するとの決意を再確認するとと

もに、計画の第１フェーズ（レワリ〜バドーダラ間）を共同で開始する準備が整ったことを確認した。

この観 点から、日本側は、DFC 西回廊を電気牽引方式により整備するというインド側の決定を歓迎し

た。支援はエンジニアリング・サービスのための円借款を通じて 開始され、第１フェーズへの円借款

の総額は、本案件の暫定的な設計に基づき、現時点で約 4500 億円と概算されている。また、両首脳は、

西回廊全体への支 援を早期に最終確定するために共に取り組む決意を表明した。  

10．両首脳は、DFC 西回廊と繋がるデリー・ムンバイ間産業大動脈構想（DMIC）が、日印間の経済交流

の力学を大きく変える可能性を秘めているとの認 識を表明するとともに、この構想をさらに追求して

いくことを決意した。両首脳は、国際協力銀行（JBIC）とインド・インフラ金融公社（IIFCL）、 DMIC

開発公社（DMICDC）の間で覚書への署名が行われたことを歓迎するとともに、プロジェクト開発基金

の共同設立に向けて、引き続き緊密に取り組 むことを確認した。双方は、DMIC 地域における、物流、

人的資源開発、発電及び特定地域開発に関する 5つの先行インフラ案件（アーリーバード・プロジェ ク

ト）への日本企業の積極的な参加を歓迎した。また、双方は、マスタープランの作成及び計画地域に

おける先行実施案件の選定に向けた、DMIC 開発公社に よるイニシアティブを歓迎した。両首脳は、両

国の長期的な利益に資する互恵的なビジネス関係をさらに促進するために、DMIC に関する全般的な協

力につい て引き続き協議を行いたいとの意向を表明した。  

11．両首脳は、ハイテク貿易に関する二国間協議の進展を歓迎するとともに、この分野における協力

の大きな可能性に留意した。両首脳は、双方向のハイテク 貿易の円滑化と両国の輸出管理制度に関す

る事項を扱うための協議を継続することの重要性を認識した。  

12．両首脳は、2007 年８月に両国間で署名された「環境保護及びエネルギー安全保障における協力の

強化に関する共同声明」を想起するとともに、これら の重要分野における二国間協力をさらに推進す

る必要性を強調した。両首脳は、日印閣僚級エネルギー対話の下で実現された進展を歓迎した。この

対話では、特 にインドにおける地方省エネルギーセンターの設立に関する協力を通じた省エネルギー

分野における協力の強化、また石炭・電力分野における包括的な協力の促 進が確認された。また、両

首脳は、日印閣僚級エネルギー対話の中で、両国のエネルギー担当大臣が、各々の原子力エネルギー

政策についての見解と情報をやり とりすることを確認したことに留意した。両首脳は、独立行政法人



新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）とインドのエネルギー資源研究所 （TERI）の間で開催

された日印エネルギー・フォーラムにおける進展を歓迎するとともに、二国間における商業的なエネ

ルギー協力を拡大するために両国の 産業界同士の協力を促進することの重要性を認識した。 

13．両首脳は、2008 年６月に開催された第２回日印都市開発ワーキンググループにおける成果に対し

て満足の意を表明するとともに、このワーキングルー プ会合の定期開催を継続していく意図を再確認

した。  

14．両首脳は、研究協力及び広域無線通信技術の導入を含め、情報通信分野における協力を強化する

という認識を共有した。  

15．両首脳は、ハイレベルによる第２回ビジネス・リーダーズ・フォーラムの開催後に提出された報

告書を歓迎した。両首脳は、両国のビジネス界及び産業界 が貿易、投資及び経済関係全般の強化のた

めに果たしている極めて重要な役割を認識した。両首脳は、関係者に対し、ビジネス・リーダーズ・

フォーラムの提言 を迅速に検討し、実行に移すよう指示した。  

16．両首脳は、文化、学術、青少年等の分野における交流の重要性を強調した。両首脳は、「麻生プ

ログラム」の下、「21 世紀東アジア青少年大交流計画」 に基づく交流も含め、両国間の人の交流が促

進されたことに満足の意を表明するとともに、現在の拡大傾向を今後も続けていくとの決意をあらた

めて共有した。  

17．両首脳は、日本の支援を得た新規のインド工科大学（IIT）の設立における可能な協力を検討する

ために設置された日印作業部会の取組を前向きに評価 するとともに、作業部会から提出された報告書

を歓迎した。両首脳は、ハイデラバードに新設される IIT に対して協力するとの決意を確認した。同

校は、日本 からの様々な貢献を通じて、インドにおける一流の教育を促進するための日印共同の取組

の象徴となる。また、両首脳は、かかる協力は、双方に有益な分野を特 定するため、両国の学術専門

家を含む関係者間による共同作業を必要とすることを認識した。 

18．両首脳は、インド情報技術大学（設計・製造）ジャバルプール校の発展のためには、2006 年 12

月に署名された覚書に沿って、あらゆる努力を行うこ とが必要であることを確認した。 

19．両首脳は、原子力エネルギーが地球規模で増大するエネルギー需要に対応するための安全かつ持

続可能な、汚染のないエネルギー源として重要な役割を果 たしうるという認識を共有した。両首脳は、

国際的な核軍縮・不拡散の取組が強化されるべきであるとの認識を共有した。また、両首脳は、核兵

器のない世界の 実現という共通の目標に向けた両国の取組を強化する重要性をあらためて強調した。 

20．両首脳は、東アジア共同体の実現に向けて、各国共通の関心事項に関する協力を促進し、また地

域的な経済統合を進めるため、東アジア首脳会議を、開放 的、包括的かつ透明性のある、また首脳に

よって導かれる枠組みとすべきとの目標を再確認した。両首脳は、次回の東アジア首脳会議において

この目標を促進す べく、日印間で、また地域の他の諸国とともに取り組むことを決意した。また、両



首脳は、「東アジア・ASEAN 経済研究センター」（ERIA）の設立を歓 迎するとともに、本年 12 月に提

出される予定の「東アジア包括的経済連携」（CEPEA）に関する研究報告に言及した。  

21．両首脳は、様々な国際会議の場において、日印間の緊密な協力を維持する重要性を再確認した。

両首脳は、常任理事国及び非常任理事国の双方における国 連安全保障理事会の改革及び拡大は、国連

の包括的な改革過程において中核を成すとの認識を共有した。両首脳は、遅くとも 2009 年 2 月 28 日

までに政府間 交渉を開始するとの国連総会の決定を歓迎した。両首脳は、安全保障理事会の代表性、

信頼性及び実効性を高めるため、安全保障理事会の真の改革に向けた迅速 で前向きな動きを達成する

ための緊密な協力を継続することを決定した。この関連で、両首脳は、G4 及び二国間での協議、並び

に幅広い国連加盟国への関与の 重要な役割を強調した。  

22．両首脳は、あらゆる形態、目的のテロを非難し、テロが国際の平和と安全に対する深刻な脅威と

なっていることを再確認するとともに、この脅威と闘うた めに両国が行っている取組を歓迎した。両

首脳は、日印テロ協議及び国連の枠組みを通じて、テロと闘うための二国間協力を強化する決意を強

調した。両首脳 は、国連で行われている包括的テロ防止条約交渉の迅速な妥結に対する希望を再確認

した。 

23．両首脳は、現在の世界経済が金融不安を含む不確実性に直面しており、両国が、地域と世界の安

定と成長のために議論を継続することが重要であるとの認 識を共有した。両首脳は、世界的な成長と

発展の妨げとなる原油価格の高止まり及び不安定性を緩和するため、全ての消費国・生産国による共

同の取組の必要性 を認識した。また、両首脳は、国際的な食料価格が依然高い水準にあることに対す

る懸念を表明し、国際的な食料安全保障の課題に対応するため、一層の協力的 な取組の必要性を訴え

た。さらに、両首脳は、WTO ドーハ・ラウンド交渉の現状について議論するとともに、バランスの取れ

た包括的な結論を伴う早期かつ成 功裡の交渉妥結に向けて、両国間の協力を継続するとの意志を再確

認した。 

24．両首脳は、「バリ行動計画」への支持を表明するとともに、すべての国が参加する、柔軟、公正

かつ実効的な、現在、2012 年まで及び 2013 年以降 についての（COP15 で）合意される結果に向けた

決意を再確認した。日本側は、先般インドが「気候変動に関する国家行動計画」を発表したことを歓

迎し、 インド側は、気候変動問題について日本が取ってきた様々なイニシアティブを歓迎した。両首

脳は、すべての国による行動が、共通に有しているが差異のある責 任及び各国の能力の原則に沿う形

で、各国の状況及び様々な指標に基づいて実施されるべきであるとの認識を共有した。両首脳は、気

候変動枠組条約の下での交 渉において、締約国が世界全体の排出量の削減について世界全体の長期目

標を採択することが望ましいとの認識を再確認するとともに、この点につき来年の気候 変動枠組条約

第 15 回締約国会議に向けて緊密に協力することを約束した。この観点から、両首脳は、2050 年までに

世界全体の排出量を少なくとも 50％削 減するというビジョンを、気候変動枠組条約のすべての締約国

と共有することに関する G8 諸国の希望に留意した。また、両首脳は、持続可能な開発のための公 平

な責任分担が、共有のビジョンに関する交渉の指針となるべきであることに留意した。両首脳は、エ

ネルギー効率を確保し気候変動問題に対応するため、個別 の、また可能であればセクター別の目標及

び行動計画の実施を通じて、エネルギー効率を上昇させ省エネルギーを促進することを再確認した。



両首脳は、様々な セクターにおける行動が、エネルギー効率改善等の取組を通じ、世界的な排出削減

のための有益な手段となりうることを認識し、第 3 回日印エネルギー大臣対話 で確認されたとおり、

他国とも協力しながら、協力的セクター別アプローチ及びセクター別の行動を実際的に展開させてい

くことを決定した。両首脳は、開発と 環境保全の相乗効果を促進することの重要性を強調するととも

に、途上国における適応措置のための資源を増大させていくよう努力することの必要性を認識し た。

両首脳は、日印両国が気候変動問題について、関連する国際的な議論の場で緊密に連携して取り組ん

でいかなければならないとの認識を共有した。  

25．インドの首相は日本政府による温かな歓迎に謝意を表明するとともに、日本の総理大臣に対し、

次回の年次首脳会談のために、今後外交当局間で調整され る双方にとって都合のよい日程にて 2009

年中にニューデリーを訪問するよう招請した。  

2008 年 10 月 22 日  

日本国内閣総理大臣 インド共和国首相  

麻生 太郎  マンモハン・シン  

 



日本国政府とインド共和国政府による環境保護及びエネルギー安

全保障における協力の強化に関する共同声明  

 

１．安倍晋三日本国内閣総理大臣及びマンモハン・シン・インド共和国首相は、本日、エネ

ルギー安全保障と環境問題は国際社会の持続的かつ実効的な行動を必 要とする重要な優先

課題であるとの認識で一致した。両首脳は、両国経済にとって不可欠な安定的かつ入手可能

なエネルギー供給を確保することの重要性を認識 した。両首脳はまた、地球温暖化と気候変

動問題を解決する喫緊の必要性を認識した。両首脳は、「戦略的グローバル・パートナーシ

ップ」の文脈でこれらの問 題に共に取組むことで一致した。  

２．両首脳は、エネルギー安全保障と環境分野における意味のある前進は、加速化された経

済・社会開発の可能性を阻害しない方法で、個別及び共同の努力によ りなされなければなら

ないとの認識で一致した。両首脳はまた、インドと日本は、これらの分野における地域的・

世界的努力への貢献となる実際的かつ実効的な 解決を見出すために協働できるとの点で一

致した。  

３．両首脳は、国連気候変動枠組条約、東アジア首脳会議（EAS）、EAS エネルギー大臣会合、

クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ （APP）及び 5 ヶ国エネルギー

大臣会合等の多国間の枠組みにおいて、相互に、また他国とともに、建設的に取り組む意図

を確認した。  

４．以上の認識に基づき、両首脳は、次に掲げる分野における対話と協力を強化する決意を

表明した。  

A．気候変動問題  

 安倍総理は、気候変動対策として 2007 年５月に発表した提案「美しい星 50」（Cool Earth 

50）の主要な柱である「３つの提案と３つの原則」を説明した。シン首相は、気候変動を解

決するためのグローバルな議論への貢献として、この提案を評価し た。  

 安倍総理は、特に大気中の温室効果ガス（GHG）の濃度を安定化させるため、世界全体の排

出量を現状に比して 2050 年までに半減するという長期目標を 設定する必要性を強調した。  

 シン首相は、どのような特定の安定化目標やそれが達成されるべきタイムフレームの決定

も、国連気候変動枠組条約においてなされるべきである点を強調し た。これは、いまだ多く

の不確実な点を含む現在の IPCC による研究成果を越え、異なるレベルの温室効果ガスが与え

るインパクトに関する科学的コンセンサ スに裏打ちされなければならない。安倍総理の提案

もまた、この文脈で真剣に考慮されるべきである。  

 両首脳は、これらの問題に関する議論を様々な場で強化することの重要性を認識した。両

首脳は、国連気候変動枠組条約の原則に沿う形での、すべての国が参 加する温暖化対策のた

めの 2013 年以降の柔軟、公正かつ実効的なグローバルな枠組み及び国際的な協調行動への決

意を表明した。  

 両首脳は、省エネルギー及びその他の技術の利用を含む緩和・適応戦略を通じ、経済成長

と環境保全の相乗効果を確保する重要性を認識した。両首脳はまた、 どのような安定化目標



及びそれを達成するタイムフレームの決定も気候変動枠組条約の下でなされ、科学的コンセ

ンサスに裏打ちされなければならないとの点で 一致した。  

 シン首相は、国民運動の展開を含む、京都議定書の設定する温室効果ガス排出目標を満た

すための日本の努力を歓迎した。両首脳は、クリーン開発メカニズム （CDM）の利用促進の

ための協力を継続することで一致した。  

 両首相は、それぞれ共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力の原則及び各国の

状況に従い、それぞれの国で気候変動の解決に向け実際的措置を取る 意図を確認した。  

 シン首相は、志の高い途上国を支援するために、従来行っている資金協力を振り向けるの

ではなく、ある程度の長期で相当規模の新たな資金メカニズムを構築 し、他の先進国や国際

機関にも同調を呼びかけ、国際的に協調して行う安倍総理の意図を歓迎した。両首脳は、適

応戦略に適切な資金を供給することの重要性を 認識した。  

B．エネルギー安全保障  

 両首脳は、政府及び産業レベル双方におけるエネルギー分野での日印協力は、エネルギー

安全保障の強化に向けた両国の努力を促進する上で相互に有益である との認識で一致した。

両首脳はまた、エネルギー効率及び省エネ並びにクリーンエネルギーに関する協力、更に、

インドの電力部門への日本企業の参加を通じた 協力を含む、エネルギー部門における特定の

協力プロジェクトを形成するために両国がとった措置に満足をもって留意した。  

 両首脳は、エネルギー部門における包括的な協力を促進するために 2007 年７月にニューデ

リーで開催された第２回閣僚級日印エネルギー対話の成果を歓迎 した。両首脳は、本対話が

毎年開催され、その他のエネルギー部門における協力及び協働を含むべく、相互の同意によ

って、その対象範囲が拡大され得るとの結 論に至った。  

 両首脳は、エネルギー安全保障を確保し気候変動に取り組む手段として、特に本年１月の

第２回東アジア首脳会議において発出された「東アジアのエネルギー 安全保障に関するセブ

宣言」に基づく自主的な目標と行動計画を実行することにより、エネルギー効率と省エネを

促進することの重要性を再確認した。両首脳は また、グローバルな対応の一部としてクリー

ンな技術を使用する重要性を確認した。安倍総理は、途上国に対し費用対効果の高い手段に

よりクリーンな技術を入 手可能とすることの重要性を確認した。シン首相は、クリーンエネ

ルギー技術における日本の知見を確認し、この重要な分野において日本の知見と技術をイン

ド と共有するために協力するとの安倍総理の意志を歓迎した。シン首相は、可能なすべての

セクターにおいて、インドがエネルギー効率を高める為の一連の省エネ 政策と措置の実施を

加速化させることを確認し、安倍総理はインドの努力を歓迎した。両首脳は、インドでの指

導員の養成、トップランナープログラムの導入、 省エネ分野における専門家のキャパビル、

新たな省エネ技術と方法に関する情報の普及と実演といった活動を通じた協力の重要性に留

意した。両首脳は、インド 政府が国内の５つの地域に設置予定の地域省エネセンターを通じ

てかかる提案を実施する可能性を探求すべく、日印エネルギー対話に対し指示した。両首脳

はま た、日本の関連団体がその有する知識と技術の共有によってインド火力発電公社と協力

するとの方法で、インドの発電所がエネルギー効率を高めるための協力の 可能性を探求すべ

く、日印エネルギー対話に指示した。  

 両首脳は、バイオ燃料を含む新エネルギー・再生可能エネルギーが、既に双方のエネルギ

ー政策にとり重要な側面であることを認識し、この分野における更な る協力のあり方につき

検討すべく、日印エネルギー対話に対し指示した。両首脳は、この重要な分野において、新

エネルギー・再生可能エネルギーを促進すると いう共有する意志の象徴として、この重要な



分野で、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）によるバガス・エタノール製造のモ

デル事業につき議論 を早期に開始することで一致した。  

 両首脳は、クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（APP）において、

よりクリーンでより効率的な技術の開発、普及及び移転に向けた セクター別の取組が有意義

な貢献を行っていることを確認した。両首脳は、APP において両国のパートナーシップの下

で官民協力を促進することを決定した。 両首脳はまた、2007 年７月にニューデリーで行わ

れた閣僚級エネルギー対話において、クリーン・コール・テクノロジーの分野での協力に向

けた両国のイニ シアティブを歓迎した。安倍総理は、次回の APP 閣僚級会合を開催するとの

インドの申し出を歓迎し、両首脳は APP の更なる発展に向けたそれぞれの貢献を 強化する意

図を確認した。  

 両首脳は、インドにおいて急増する電力需要を満たし、エネルギーアクセスを改善するた

めに、発電所や送・配電網といったエネルギー・インフラ整備を拡充 することの重要性につ

き認識した。安倍総理は、インドの社会経済状況と開発の必要性を考慮しつつ、インドへの

支援を継続する意図を表明した。両首脳は、料 金に基づく競争入札により、インドで進めら

れている巨大発電所計画への日本企業の参加の可能性を歓迎した。両首脳は、さらに、発電、

設備製造、送配電を含 む電力部門の様々な分野への日本企業の参入の可能性を歓迎した。両

首脳は、また、高効率発電機の製造に向けた日印企業による民間セクターの合弁事業の設立 

を歓迎し、需要・供給双方に使用される他のエネルギー多消費機器に対しても同様の協力を

推進するとの希望を強調した。  

 シン首相は、国際エネルギー機関（IEA）と協力しつつインドの戦略的石油備蓄制度を整備

する意欲を表明した。安倍総理はこのイニシアティブを支持する 意図を確認した。  

 両首脳は、インドのエネルギー資源研究所（TERI）と日本の NEDO が本年 11 月にデリーに

おいて第２回日印エネルギー・フォーラムを開催するとの決 定を歓迎した。  

C．環境  

 両首脳は、環境問題が地球規模の課題であることを認識し、持続可能な開発を支える包括

的な方法でこれらの課題に対処するため、二国間及び多国間の枠組み の下で両国間の対話を

継続・強化することを決定した。また、両首脳は、地域及び地球規模の環境問題を含む様々

な分野で二国間協力を促進する意図を確認し た。  

 両首脳は、環境保護を促進するために、環境法令の実効的な仕組みが重要との認識で一致

した。両首脳は、環境に関する多国間協定の下で両国が有する権利及 び義務を再確認した。  

 両首脳は、持続的な社会・経済発展の面から生物多様性の保全が重要であることを認識し、

相互の協議を通じてこの分野における協力を更に促進することで一 致した。  

 両首脳は、安全な飲料水と適切な衛生施設へのアクセスを改善することは、持続可能な開

発を達成する上で重要であるとの認識を共有し、この目的を達成する ために二国間及び多国

間の協力を推進することで一致した。  

 両首脳は、持続可能な森林経営の促進は、気候変動への対処及び生物多様性の保全の観点

から重要であるとの認識で一致し、国際熱帯木材機関（ITTO）に おける協力等の二国間及び

多国間の協力を通じて、植林や再植林、違法伐採対策、生物多様性の保全を促進するために

努力する意志を確認した。  



 両首脳は、教育及びその他広報活動を通じ、環境問題に対する公共の関心を高めることの

重要性につき一致した。シン首相は、アジア協力対話（ACD）の枠 組みの下で日本が推進し

ている「環境教育推進対話」などの日本の努力を評価した。安倍総理は、インドが 2007 年

11 月に第４回国際環境教育会議を主催す ることを歓迎した。両首脳は、この分野で引き続

き協力することで一致した。  

2007 年 8 月 22 日  

ニューデリー  

日本国内閣総理大臣  インド共和国首相  


